
◎
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
一
九
年
一
一
月
三
〇
日
法
律
第
一
一
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
一
九
年
一
一
月
六
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
増
田
国
務
大
臣

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
り

扱
い
に
つ
い
て
の
政
府
部
内
の
検
討
に
時
間
を
要
し
、
会
期
末
間
近
に
法

律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
わ
び
を
申
し
上
げ
、

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

本
年
八
月
八
日
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
改
定
に
関
す
る
人
事
院
勧

告
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。政
府
と
し
て
は
、そ
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、

指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
改
定
を
見
送
る
と
と
も

に
、
指
定
職
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は
勧
告
ど
お
り
実
施
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
に
つ

い
て
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
指
定
職
俸
給
表
を
除
く
各
俸
給
表
の
俸
給
月
額
に
つ
い
て
、

初
任
給
を
中
心
に
若
年
層
に
限
定
し
て
改
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

二
に
、
行
政
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験

に
基
づ
く
調
査
、
研
究
、
情
報
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
政
策
の

企
画
及
び
立
案
等
を
支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
適
切
な
処
遇
を

図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
職
員
を
対
象
と
し
た
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
を

新
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
扶
養
手
当
に
つ
い
て
、
配
偶
者
以
外
の
扶
養
親
族
に
係
る
月

額
を
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
年
間
〇
・
〇
五
月
分
引
き
上
げ
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
五
に
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
二
級
で
あ
る
職
員
の
昇
給
は
、
昇

給
の
日
前
一
年
間
の
全
部
を
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
場
合
の
号
俸
数
を

一
号
俸
と
し
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
三
級
で
あ
る
職
員
の
昇
給
は
、

昇
給
の
日
前
一
年
間
の
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
場
合
に
限
り
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
六
に
、
新
た
に
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
を
設
け
、
専
門
ス
タ
ッ
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フ
職
俸
給
表
三
級
で
あ
る
職
員
が
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
及

び
識
見
を
活
用
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
業
務
で
重
要
度
及

び
困
難
度
が
特
に
高
い
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、

当
該
職
員
に
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
を

乗
じ
て
得
た
額
を
月
額
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
七
に
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
二
級
以
上
で
あ
る
職
員
に
つ
い

て
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
及
び
夜
勤
手
当
の
適
用
を
除
外
し
、
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
八
に
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
経
て
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
と
し
て
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給

表
の
適
用
職
員
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
任
期
付
研
究
員
法
及
び
任
期
付
職
員
法
に
つ
い
て
必
要
な

改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
施
行
期
日
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な

措
置
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

以
上
で
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
一
九
年
一
一
月
八
日
）

○
渡
辺
博
道
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
本
年
八
月
の
人
事
院
勧
告
に
か
ん
が
み
、
初
任
給
を
中
心
に

若
年
層
に
限
定
し
た
俸
給
表
の
改
定
を
行
う
と
と
も
に
、
諸
手
当
の
引
き

上
げ
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
新
設
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
六
日
増
田
総
務
大
臣
か

ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
を
行
い
、
こ
れ
を
終
局
い
た

し
ま
し
た
。
質
疑
終
局
後
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
案
は
全
会

一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
一
九
年
一
一
月
六
日
）

政
府
及
び
人
事
院
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ

る
。

一

政
府
は
、
人
事
院
勧
告
制
度
が
労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
措
置
で
あ

る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
公
務
員
の
給
与
改
定
に
つ
い
て
は
、
勧
告
制
度

を
尊
重
す
る
基
本
姿
勢
を
堅
持
し
、
完
全
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。

二

政
府
及
び
人
事
院
は
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
制
度
に
つ
い
て
は
、
公
務
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能
率
の
向
上
と
早
期
退
職
慣
行
の
是
正
に
特
に
配
意
し
つ
つ
、
複
線
型

人
事
管
理
の
円
滑
な
導
入
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
適
切
な
運
用

に
努
め
る
こ
と
。

三

政
府
及
び
人
事
院
は
、
非
常
勤
職
員
の
位
置
付
け
と
給
与
等
の
処
遇

の
在
り
方
に
つ
い
て
、
民
間
の
状
況
や
職
務
の
実
態
も
考
慮
し
つ
つ
、

早
急
な
検
討
に
努
め
る
こ
と
。

四

政
府
は
、
公
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
本
権
の
在
り
方

を
含
め
、
職
員
団
体
等
の
意
見
を
十
分
聴
取
し
、
国
民
の
理
解
を
得
る

よ
う
最
大
限
努
力
す
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
六
日
）

○
高
嶋
良
充
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
本
年
八
月
八
日
の
人
事
院
の
給
与
改
定
に
関
す
る
勧
告

に
か
ん
が
み
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
、
指
定
職
俸
給
表
を
除

く
各
俸
給
表
の
俸
給
月
額
、
扶
養
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
額
の
改
定
並
び

に
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
及
び
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
の
新
設
等

を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
人
事
院
勧
告
制
度
の
意
義
並
び
に
勧
告
尊

重
堅
持
に
対
す
る
大
臣
の
決
意
、
指
定
職
職
員
の
給
与
改
定
を
見
送
る
理

由
、
公
務
の
労
使
関
係
の
見
直
し
に
対
す
る
政
府
の
姿
勢
、
地
方
公
務
員

の
給
与
決
定
に
お
け
る
民
間
準
拠
重
視
の
妥
当
性
、
地
域
手
当
支
給
の
根

拠
と
そ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
是
正
、
公
務
の
民
主
的
、
能
率
的
運
営
に
資

す
る
人
事
評
価
制
度
の
確
立
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
五
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
二
日
）

政
府
及
び
人
事
院
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
。

一
、
人
事
院
勧
告
制
度
が
労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
措
置
で
あ
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
人
事
院
勧
告
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
、
完
全
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
導
入
が
ラ
イ
ン
中
心
の
人
事
管
理
を
見

直
し
、
複
線
型
人
事
管
理
を
実
現
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ

う
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
職
員
に
適
用
さ
れ
る
制
度
の
不
断
の
見
直
し
に

努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
採
用
試
験
の
種
類
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
事
管
理

を
行
う
な
ど
、
幹
部
職
員
の
選
抜
及
び
育
成
に
係
る
制
度
の
抜
本
的
な
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見
直
し
に
着
手
す
る
こ
と
。

三
、
官
民
給
与
比
較
の
在
り
方
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
に

始
ま
る
給
与
構
造
改
革
の
実
施
途
中
に
あ
る
こ
と
、
及
び
、
人
事
院
が

公
務
員
人
事
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
独
立
性
の
強
い
中
立
第
三
者
機
関
・

専
門
機
関
で
あ
る
こ
と
に
、
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。

四
、
い
わ
ゆ
る
常
勤
的
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
、
勤
務
実
態
の
調
査
に
基

づ
き
、
職
務
内
容
、
勤
務
条
件
等
を
速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と
。

五
、
公
務
員
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
公
務
の

労
使
関
係
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
団
体
等
の
十
分
な
意
見
聴

取
と
理
解
の
下
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
結
論
を
得
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
八


